
はじめに

現在 世界の末期腎不全患者数は カ国からの集計に

よると 万 人であり 毎年誕生する小児数よりも

腎不全患者の増加が上回っている状況にある。

( )の内訳は が腎移植 血液

透析( ) 腹膜透析( ) である 。これは

集計された国々の医療レベル 医療に費やされる費用のレ

ベル 社会構造など多くの相違点が存在することを無視し

た分類であり この治療形態の分布を真の

と捉えることには無理があろう。しかしながら 医療先進

国に居住する患者が大部分を占めるこの集計結果からする

と 世界で米国( 万人)に次いで多数の透析患者( 万

人)が存在するわが国の腎不全医療は ( )

が大部分を占め ( )が少なく 移植がさらに少

ないという現況はきわめて偏向した治療形態にあると言え

よう。 ～ 時間の を週に 回医療施設において実施

する治療が最も日常的な透析形態であるとしてすでに 半

世紀以上が過ぎた。この間 わが国のどこに居住していて

も 公的医療費により生命の続く限り 合併症を含めて治

療を受けることができ かつ生命の長期維持が実現できた

という点において 世界のどの国においてもみることがで

きない多大な成果を上げることができたと言える。しかし

透析医療の現状をみると高らかに勝利のラッパを吹ける状

況にあるとは誰も考えてはいないであろう。実際 治療が

困難な合併症より著しく損なわれた のまま 決めら

れた治療を継続せざるをえない症例も少なくない。従来の

慣習的とも言える 治療形態をもう一度 体液異常の

是正 尿毒素の除去 合併症の発症防止 栄養学的回復

運動・精神神経機能の回復 活力の回復のためにどのよう

に展開していかなければならないかを考えるときに来てい

るのではなかろうか。まさに 透析医療においてシステ

ム 機材 操作 医療経済などについてのイノベーション

の時期を迎えようとしている。

本稿では 具体的に つの分野 手段に集約して私見を

述べたい。

治療形態・制度の改革

無尿の患者において“ 回 ～ 時間の を週に 回

実施するという治療法は 本来の腎臓がもつ機能を適正に

代行している”とは誰も考えていないにもかかわらず 医

師も 患者も 行政も 確立された治療形態として容認し

て 年間も改革がなされていない(一部の篤志家がこの殻

を破り長時間透析を実施しているが)。すなわち 生命維

持のための に満足し 更なる より

大きな効果の獲得 を指向せずに過ごして

きてしまったと言える。その結果として治療困難な透析関

連合併症を作り出してしまったと言えよう。

今日の透析医療の実態は 商業に譬えるならば 古手の

専門店が 年も変わらぬ店で 変わらぬ良い品質の製品

を決められた方法で作り 商いをし 従業員も お客さん

も年をとり 店も老朽化し そのうえ 倒産はしないまで

も 店を新しくしたり 扱う商品の品数を増やしたり 新

しいモデルの商品の開発を行うだけの利益は上がらず 材

料を提供する業者も 創作に携わる店員も意欲を失いつつ

あり 店主は近頃儲けが少ないと小言を言っている姿に似

ている。

現在の機器と技術を用いるという条件下に この不完全

な治療形態を改善するために考えられる方法は 明らかに

良好な成績が示されている連日透析である 。この治療東京慈恵会医科大学客員教授 神奈川県立汐見台病院顧問
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形態を実現するためには家庭 が最も望ましい。しか

し この家庭 の発展を阻害している大きな要因には

つあり その第一は家庭透析を管理する医療施設は有床施

設に限るという医療規制であり 緊急時に収容するセン

ター施設が決定されていても認可されない医療制度の欠陥

である。実際にわが国の透析医療の を担っているの

は 無床の いわゆるサテライトと称されている施設であ

り 医療制度自らが病診連携を否定しているのが現実であ

る。実際にサテライトにおいて日常透析を受けている患者

から家庭 の希望は少なくなく トレーニングの希望

者はあるにもかかわらず 実現できないジレンマは計り知

れない。病診連携ネットワークを活用し サテライト施設

の管理の下に家庭における連日透析の実現が望まれる。

第二の要因として わが国の狭い住宅事情があげられ

る。この要因を打破するためには 現在のサテライトの一

部を施設の機器を借りて患者自身が行う透析に開放するい

わゆる 方式がある。実際にフランスではこの

方式を実現させ 良好な成績をあげている。多数の患者が

自らが機器をセットし 自己穿刺(一部ではナースが支援

を行う)による透析を実施し 機器の後片付けも行って帰

宅する この方式により 連日透析が可能となり長期透析

の合併症が防止されている。また サテライトにおける少

ない専門職をより重篤な患者のケアに効率よく向けること

もできよう。

テクノロジーの活用

従来 の分野においては透析液の作製の自動化 透

析中のモニタリングと緊急停止機構 および透析実施状況

の記録にのみテクノロジーの応用はとどまっており 治療

操作への積極的な応用はなかった。わが国で世界に先駆け

て開発された全自動透析装置 の臨床応用は 透析医療の

省力化につながり 不足している医療要員をより必要とす

る患者に向けることができるという大きなメリットを生み

出すであろう。さらに前述の家庭 方式

に活用できる点からも画期的と言える。全自動透析装置は

先端医療ではなく日常の医療に活用されるべきであり 具

体的にはこの装置を効率よく使用し そのメリットを患者

に還元できるように努めることが透析医療スタッフに課せ

られた課題である。この装置の開発の成果が省力化による

人件費の軽減という点にとどまるならば 将来の透析医療

の発展に寄与することはできないであろう。

透析液の純化による透析治療そのものの質的向上は 長

期透析に関連して発症する可能性の高い合併症の予防 進

展阻止 および新たな透析治療法(例： - な

ど)の実用化に寄与するであろう。日本透析医学会 透析

医会から世界で最も厳しい基準が示され さらに 透析

機器システムにおけるエンドトキシンなどのサンプル最終

部位 測定の時間的間隔 対応などに関する勧告が明確に

示されたことは誇るべきことである。このように質の良い

透析治療を支える作業に対しては 当然 経済的裏づけが

必要で それがなければこの進歩はとどまってしまうであ

ろう。行政の認識が待たれるところである。

細胞工学と人工臓器の融合

いかに優れた濾過機能を有する血液浄化装置であって

も ヒトの腎臓の持つ体液調節機能 内分泌物質産生・不

活化機能 代謝物の解毒機能は望めるべくもない。この事

実は 原理的には の時代の“ ” から

いまだ進化していないと言える。最近の生物工学の技術的

進歩はヒトの多彩な尿細管細胞機能を人工透析機器に融合

させることを可能にし 実際に急性腎不全治療において治

験が行われている 。この進化は腎機能不全により起こっ

ている の除去という透析療法から 生体内

部環境の恒常性維持 という腎臓本来の機能を付加させ

ようとする試みであり 将来の腎不全医療における新しい

展開を示すものである。わが国の優れた細胞工学技術と繊

細な医療機器工学のジョイントが期待される。

の有効活用と更なる展開

透析導入後の残腎機能の維持が 在宅医療 自己管理医

療の面のみではなく いかなる においても 生命予

後を左右し 合併症の発症時期の遅延をもたらす重要な要

因であることが明らかにされつつある 。透析治療導入期

はその利点を活かした で開始するという いわゆる

“ ”は注目すべきものである。その根拠とし

て で導入し 数年を経過後 腹膜機能の低下に伴っ

て に移行するという治療法の選択が 透析導入時よ

り のみを の手段として選択した患者群よりも生

命予後は良好であることが示されている 。さらに 腎移

植へのブリッジとして積極的に を活用することが 移

植腎の機能予後のみならず患者の生命予後にとっても有用

であることが報告されている 。移植例数が少なく かつ

生体腎による移植が多数を占めるわが国の成績において
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も を最初の として腎移植を受けた患者の予後

は に比して遜色のないことが報告されている 。した

がって 近い将来腎移植が予定されている患者では 残腎

機能を維持しつつ により透析を開始することは妥当な

選択肢である。

長期 における合併症として腹膜炎 被囊性腹膜硬化

症( ： )が知られてい

るが 前者についてはわが国の発症頻度は世界で最も低

く 最新の集計によると 症例につき 回の発症であ

ることが示されている 。 における腹膜炎の診断と治

療は容易であり として腹膜炎の恐れが存在するか

らといって 本法を選択しない理由とはならない。特に腹

膜炎 カテーテル出口感染などの 関連感染症について

は明確な治療指針が国際腹膜透析学会から提示されている

ことも 早期診断と早期の的確な治療を担保できる状況を

発展させてきた一因であろう 。このような成果が末期腎

不全における本治療法の積極的活用を推進する要素となっ

ている。

に関しては 研究 臨床 治療 予防についてわ

が国から発信することができた分野である。 は

期間の延長とともにその頻度が高くなることが示され

その具体的対策は定期的な腹膜機能の観察と ～ 年の

期間を経過した症例においては 本法継続条件とし

て 腹膜機能が温存されていること 腹膜炎の発症がない

こと 高糖濃度 液を使用しなくても良好な体液量が維

持できていること などの指針が明らかにされ に

陥る頻度と重症化の傾向は軽減されている 。しかしなが

ら のリスク下に長期 透析を継続する患者 家

族 担当医の心理的負担は少なくなく早急に解決すべきで

あり 発症の危険からの離脱は とりもなおさず生

体適合性の優れた 液 の開発に

かかっている。現時点における具体的な開発目標は

( ) の開発であ

る 。もし きわめて低い濃度の ないしは混在し

ない透析液が市販されるならば 腹膜損傷の程度と発症時

期を遅らせ 腹膜機能の長期間維持は大いに期待され 本

治療に対する信頼性は大きくなるであろう。糖含有の透析

液の製造過程における熱処理操作を回避する工程を採用す

るならば可能であるゆえに この点において各メーカーの

努力が待たれる。 液を製造する各メーカーは 継続

を阻害する要因の解決“ ”は

“ ”の開発に依存していることを再認識すべきで

ある。もし 液製造会社がこのような透析液を市販す

ることができれば 世界中のすべての患者はこの透析液を

使用するであろう。

近年わが国で開発された と を併用する

は両者の欠点を補完する治療法であり 世界においてもそ

の有用性が認識されつつある 。本法を透析導入初期から

実施する場合と 腹膜機能 特に除水機能の低下した時

点 また 残腎機能が失われ中分子量物質をはじめとする

尿毒症物質の蓄積が想定される場合に実施されているか

どちらが長期生命予後にとって有利であるのか 施行頻

度 腹膜機能の維持可能な期間 の発症頻度など

今後の臨床成績の蓄積が必要である。

高齢者 要介護患者における末期腎不全対策として

は急激な身体内部環境の変化をきたさないゆえに望ま

しい である。本治療を在宅医療の一環として活用し

ようとする動きは注目に値する。訪問看護ステーション

往診医と基幹医療施設との間に在宅 支援ネットワーク

を構築し成果を上げている 。このようなネットワークが

各地域に増えるならば 高齢者腎不全医療においても新し

い展開が期待される。また 施設において生活している高

齢者に対する医療支援行為 すなわち

管理についても同様なことが言えるが 老人介護施設にお

いて行われる についても通常の介護とは別の経済的付

与を行うべきである。施設での医療行為はできないとの理

由ゆえに長期入院を余儀なくされている透析患者が多いと

いう現状を打破することになり 入院施設の有効利用につ

ながる。少なくとも の介助は医療行為であるゆえに

長期滞在施設では行えないとする解釈は明らかに生命維持

行為を軽視するものであり 医療行政として誤っている。

この制度の改革こそが 人生の終末を穏やかな透析である

で迎えることを実現できる施策である。

おわりに

現在の に関しては多くの未解決の課題がある。例

えば透析導入の時期は より良い社会復帰への期待 残腎

機能のより長期の維持を指向して早期導入の傾向にある

が 長期の生命予後をどの程度規定する要因となっている

のか。また 末期腎機能を温存するための補足的透析

の妥当性 および透析に導入しないとい

う選択についての法的解釈の確立 長期間の非生理的な治

療により発症する多彩な透析関連合併症の発症機序 治

療 対策など記述しなければならない話題は数多くある

が 本稿ではわが国における の望ましい姿を展望す

血液浄化療法 の現況と新たなる展開



ることを主眼に述べた。
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